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書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
二
月
十
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
川
崎
元
厚
生
労
働
大
臣
が
答
弁
し
た

と
お
り
、
御
指
摘
の
施
設
の
稼
動
を
強
行
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日
内
閣
衆
質
一

七
一
第
一
八
八
号
）
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
平
成
十
八
年
十
一
月
十
日
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
）
の
趣
旨

も
踏
ま
え
、
引
き
続
き
、
周
辺
住
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
最
大
限
の
努
力
を
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
新
た
な
施
設
の
建
設
に
向
け
た
検
討
は
行
っ
て
い
な
い
。


